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コミュニティバス 板東号 

             山田 俊一 

はじめに 

 

 茨城県の県都水戸市の交通を 80 年余り担ってきた茨城交通が 2008 年 11 月に経営破綻した。現在は再

建に経営共創基盤が引き受けて営業が続けられている。乗客の減少と当時の燃料高騰、多角化の失敗な

どにより経営にゆき詰まったと報道されている。栃木県小山市で運行していた 04 年に経営破綻した関東

自動車（栃木県宇都宮市県内 大手の老舗バス会社）は 2008 年 3 月に赤字路線 7系統を廃止し経営共創

基盤の前身である産業再生機構が再生にかかわった。06 年 3 月には黒字に見事再生された。路線廃止に

ついて現関東自動車社長は「採算が合わない、ニ－ズの問題」と述べている。路線廃止された小山市は

市民の交通手段を維持する為にコミュニティバスのルートを延ばした。路線ル－ト廃止まえは市として

関東自動車に数百万円の補填ですんでいたのが廃止路線を利用していた市民の足を確保するためにコミ 

ュニティバスのルート延ばすことになった。このことにより市の負担が約 1 億円にまでになってしまっ

た。自治体としては市民の交通の手段を守らなければならない使命とそれに対する費用負担の増加と難

題が降りかかってきている。一方バス事業・ロ－カル鉄道の不振は不況とは関係なく、自家用車の普及

という構造自体が原因だと言われている。1） 

 自家用車の普及はバス・ロ－カル鉄道の不振をもたらした。しかし今、日本の人口構成の老齢化と人口

の都市集中化には新たな課題が浮上してきている。総務省の総人口推計 2008 年 10 月 1日現在によると、

表 1のように 65歳以上の老齢人口構成比 22.1％になり 75歳以上の構成比は 10.4％となり益々老齢化は

進む傾向は已まない。人口が増えたのは 7 都県で東京、愛知、滋賀、神奈川、千葉、埼玉、沖縄で他の

府県道は減少している。千葉県・茨城県も東京に近い地域人口は増加傾向であるが、山間部・漁村農村

部は老齢化の傾向と人口減少による老齢過疎化は止まることがない。2） 

 

表 1 年齢 3区分別人口及び割合 

人　　　口 単位千人 人口割合 単位％
年少人口 生産年齢 老年人口 年少人口 生産年齢 老年人口

年　次 人　　口 うち 人　　口 うち

（0～14歳） （15～64歳） （65歳以上） 75歳以上 （0～14歳） （15～64歳） （65歳以上） 75歳以上

2007年 17,293 83,015 27,464 12,703 13.5 65.0 21.5 9.9
2008年 17,176 82,300 28,216 13,218 13.5 64.5 22.1 10.4  

出所：総務省 http://www.stat.go.jp/data/jinsui/pdf/2008.ptf 

 

 過疎化が進む地域にとって公共交通が乏しくなれば、高等学校の生徒・高齢者など自家用車が運転出

来ない人不得手な人は学校や買い物や病院に行くなど日常生活におおきな障害となっている。 

 高齢者の交通事故も年々増加傾向である。「返納すると、代わりの交通機関がない。不便である」。警

察庁が 05 年の「高齢者の交通事故防止に関するアンケ－ト」で、運転免許を返納しない理由に対する回

答（複数回答）で 46％の高齢者がそう答えている。3） 
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 公共交通機関が乏しくなったことに全国の自治体は独自に市民の交通手段として市内バス路線を設置

している。おおくは住宅地域から商業地域・病院・公共施設等への巡回路線である。料金は無料・一律

100 円とか 200 円と低額になっている。運営は自治体が直接の場合もあるが多くはその地域のバス会社に

委託して経費を負担しているようである。このようなバスをコミュニティバスと呼ばれている。地域に

よってはタクシ－会社と提携して一定の基準を満たしている住民が何時でも何処へでもタクシ－を利用

出来て自治体が料金を補助している「デマンドタクシ－制度」を実施している。 

 茨木県坂東市に住んで居るものとして坂東市を主にして隣接市町の自治体が関与している市内バス 

の現状を検討してみる。また、コミュニティバスを通じて坂東市の課題を探ってみたい。 

 

1 コミュニティバスとは 

 

 コミュニティバスは法律的には明確な定義はないようである。法的には普通の企業路線バスと同じく、

道路運送法などの規定にしたがわなければならない。フリ－百科事典「ウィキペディア（Wikipedia）」4）

によると、自治体（市、区、町、村）が住民の移動手段を確保するために運行する路線バスである。 

 

図－１ 毎日新聞 2009 年 4 月 15 日付記事 

 

 自治体は住宅地など交通空白地帯

に公共交通サ－ビスを提供し、市街地

内の主要施設・病院・商業地域や観光

拠点等を巡回する路線などを維持し

ている。 

 路線の運行は住民の足となること

に重点があり料金も無料・100 円等低

廉で経営的収支では赤字覚悟で運行

されている。採算性重視の普通乗合バ

スとは意味合いが異なる。なお、普通

の路線バスにおいても、都道府県・地

元市町村による赤字補填の仕組みに

よるバス運行が認められている。この

バス運行はあくまでも企業の普通乗

合バスの赤字補填により営業運転を

援助しているものでコミュニティバ

スではないと言う説とやはりコミュ

ニティバスであると分かれていて定

かではない。 

 公営バスは地方公営企業として、独     

出所：毎日新聞 2009 年 4 月 15 日付                     立採算による運営である。コミュニティ
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バスとは異なる。勿論一般会計から運行赤字に対して補助されている場合も少なくはない。     

 図１－１は千葉県野田市のコミュニティバス「まめバス」に関する記事である。野田市のコミュニテ

ィバス「まめバス」は成功しているコミュニティバスの一つとして新聞紙上でよく紹介されている。記

事にあるように市民にも好評である。 

  

 コミュニティバスとは高齢者や身体障害者が公共施設・医療機関に行きやすくするなど、地域住民の

交通の利便性向上を目的として地方公共団体が何らかの形で運行に関与している乗合いバスを一般にコ

ミュニティバスと呼ばれているようである。 

 

 コミュニティバスの発端について「ウィキペディア」によると香港で運行されている「ミニバス」と

いわれている。香港の「ミニバス」は車体が緑と赤の 2 種類があり、緑のバスは停留所があり運行系統

がある。一方赤のバスは住宅地域と商業地域と結び通勤や買い物の路線として自由乗降が出来るファジ

－な運行バスでしかも安価で短距離、小輸送のバス運行である。 

 香港「ミニバス」の欠点運転手の身なり・サ－ビスが良くない、降車の時の押しボタンがない、立ち

席がないなどを克服して 1980 年東京都武蔵村山市の市内巡回バスであるとされている。市が車両を購入

し、立川バスに運行を委託した。1986 年には東京都日野市での「ミニバス」が続いた。市内の路線バス

がない地域に小型バス路線を開設して京王バスに運行管理を委託した。 

 

 これにより「ミニバス」運行形態は全国各地に似たような路線バスサ－ビスが開始された。その当時

は全国的には有名にならず、このような「コミュニティバス」と言われものが続出始まったのは 1995 年

の武蔵野市におけるム－バスの成功に触発されたところが大きいといわれている。 

 

 「ウィキペディア」によると市民から交通不便を訴える 1 通の市長宛てにとどいた手紙がきっかけに

なり市を動かし関東バスの協力と国土交通省の特別許可によりコミュニティバスが運行されたとの秘話

が語られている。 

 武蔵野市では当時吉祥寺・三鷹駅などへの幹線バスしかなく幹線道路から離れた地域に住む住民は不

便をかこっていた。また、駅周辺の違法駐車自転車が多く、これを解消するために莫大な費用を投じて

いた。市としては、高齢者など交通弱者への利便の提供と駅周辺の違法自転車駐車の解消を期待して 100

円（乗合バスは住宅地から吉祥駅まで 200 円）で運行することを計画した。市は関東バス、西武バス、

小田急バスの三社に打診をし、関東バスのみが赤字分を市で全額補填してくれるならと引き受けてくれ

た。 

 当初は料金 100 円のため予想以上に乗客はいたが赤字であった。路線を増加するにつれて爆発的に乗

客は増加し 2000 年度には黒字に転じて関係者は驚いた。黒字とは市が購入したバスの減価償却などを除

いたもので、収入運賃総額と関東バスへの支払の差額が黒字と言うことで通常の経営収支が黒字と言う

ことではない。しかしこれは成功例として全国的なコミュニティバスブームが起こった。 

 この成功により現在は西武バス、小田急バスも武蔵野市内の路線、近隣市のコミュニティバスの運行

を引き受けている。 
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 車両は狭い道路を通行するため、図１－２のように長さ 7m・幅 2m の小型バスである。丁度この頃、前

扉・中扉の乗車口 2 ｹ所を備えたバスが登場した。このバスのハ－ド面もム－バスの成功に寄与したと 

図１－２ ム－バス 

いわれている。 

出所：Wikipedia http://ja.Wikipedia.org/wiki/ 

   

コミュニティバスの共通的な特徴は次のようにまとめられる。 

 

路線について 

 ●企業・公営バス停留所・鉄道駅から遠く、公共交通機関の空白地帯（採算が合わない）で、狭い路・

坂道など需要が少ないために通常バス路線を導入困難な地域を対象としている。 

 ●住宅地と市役所など公共施設・医療機関・商業地帯・鉄道駅・バスタ－ミナルなどを結んでいる。 

 ●路線は直線的でなく巡回型が多くみられる。 

 ●通常バスより停留所の間隔が短く、細かな停留所が設定され、路線バスを補うような路線となって

いる。 

 

車両について 

 ●中型以下の車両で大型車両が入れない住宅地域へも路線を延ばすことが可能である。（図１－２参照） 

 ●低床でバリアフリ－に対応しているバスが多い。 

 ●車体デザインは地区に親しみやすく色彩もカラフル、ネーミング（愛称）も公募により地域の特徴

を表している場合が多い。 

 

運賃について 

 ●地域によりさまざまであるが、一律で 100～200 円と低廉の場合が多い。 

 

運行システム 

●中規模以上の都市では高頻度運行（30 分毎）がみられる。小市町村では路線バスに比べれば頻度は多

いが、1日に数回という所もある。   

●愛称がついていて住民に親しみをもってもらえるようにしている。また、愛称も住民の公募としてコ
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ミュニティバスの関心度合を向上するようにしている。 

 以上のような特徴があるバス運行で何らかのかたちで自治体・NPO 法人等が関与しているバス運行シス

テムといえる。 

 

 コミュニティバスは先に述べたように、企業路線バスの赤字化による路線廃止により自治体が交通弱

者の救済に乗り出したこと、自治体以外に住民組織・商工会（会議所）・NPO 法人 5）なども参入した。こ

れらに対応のため場当たり的対応をして道路運送法の想定を超えてしまって混乱をきたしていた。これ

らの社会的ニ－ズに対応するために国のコミュニティバスへの対応を法律面からたどってみる。 

 

 2000 年２月 1日貸切バスの規制緩和施行、2002 年 2 月 1日に路線バス参入・退出規制の緩和が行われ

た。貸切りバス規制緩和により新しい貸切りバス会社の参入は低廉価格により各地域でコミュニティバ

ス運行を加速する結果となった。路線バス参入・退出規制は既存のバス会社の不採算路線の撤退をより

容易にしてしまった。結果として自治体は廃止路線の代替え交通手段を設置せざるおえない状況が多く

なった。 

  

 バスを定期的に有償運行するためには道路運送法によらなければならない。その場合は3種類である。 

◎4条バス：一般路線バスである。赤字の場合自治体が全額補助して運行されている場合がある。 

◎21 条バス（貸切代替バス）：自治体が貸切りバスを貸し切り、それを路線バスとして運行可能である。 

◎80 条（自主運行バス）：自治体が自家用バスで直接運営する。白ナンバ－である。 

 

 21 条バスと 80 条バスはナンバ－の色「緑ナンバ－」か「白ナンバ－」で区別ができた。コミュニティ

バスの多くは 21 条バスと言われている。6） 

 

  道路運送法では本来乗合運送事業は 4条バスしか想定していなかった。21 条・80 条バスは「抜け穴」

的な規定である。運行には 4条バスが優先で 21・80 条バスとの並行・競合は認められていない。しかし、

4 条バスに比べて 21・80 条バスは許可手続きが簡略で運行制限も少なくて自由度が高い。その上自治体

からの経済的バックアップがあればコミュニティバスとしては好都合である。これは既存の 4 条バス事

業者からみると非常に不公平に映る。デマンドバスや乗り合いタクシ－は 21 条によるしか運行できない

点や、2004 年 4 月に NPO 法人等が身体障害者・要介護者等の有償運送を認めた。 

 

 この様な状況を踏まえて改正道路運送法が 2006 年 10 月 1 日から施行されたのである。7） 

 

➀乗合事業は旧 80 条を除き 4条に一本化 

◎21 条バスの制度は廃止（臨時的運行は除く）。  

 ◎地域（自治体・住民・ＮＰＯ等）が必要と考える公共交通については、市町村やその連合体による

協議組織「地域公共交通会議」設置により、運賃設定・路線新設・事業計画変更・廃止手続きを弾

力化・簡素化された。 

 ◎乗合オンデマンド運行・プティバス（乗合タクシ－、10 人以下）も地域公共交通会議で認めれば 4
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条で運行が可能となる。 

➁自家用有償運送（旧 80 条）を法的に位置づけ 

 ◎ただし規定の旧 80 条を 79 条として詳細に規定し登録制とする。 

 ◎福祉有償・過疎地有償運送については、自治体だけでなく NPO 法人にも認める。 

 

 この改正によりコミュニティバスをめぐる状況は大きく変化した。この改正の目玉は「地域公共交通

会議」制度である。 

 地域公共交通会議は市町村単位が基本であるが、複数市町村・都道府県単位でも設置が可能である。

地域公共交通会議は設置するかどうかは自由であるが、設置されていない場合は既存の運行ル－ト・運

賃などの変更手続きは煩雑となる。設置されていれば地域公共交通会議の決議により新設・変更等が比

較的弾力的で自由度が高い。このように大きな権限を持つ地域公共交通会議は交通を通じて地域の活性

化により「街つくり」にも貢献する可能性もでてきたのである。 

 地域公共交通会議の構成委員は住民代表・利用者代表・バス・タクシ－事業者・道路管理者・警察・

学識経験者・行政担当者などで会議は公開を原則とする。 

 

 コミュニティバス運行に関して法律的には地域で必要なバス路線について地域公共交通会議で話し合

い決議があれば、自治体等運行主体はコミュニティバスを運行するに当たって、バス事業者に運行して

もらう（4 条）か、市町村が自ら運行する（79 条）かのいずれかを選ぶという制度になったのである。

この制度をいかに活用して経済的で使いやすいコミュニティバス運行が出来るかが課題であろう。 

 

 

2 隣接自治体の現状とその他 
 

コミュニティバス運行の全国自治体の数はウィキペディアによると（2009 年 5 月 3日現在）、辞典に登

録されていない市町村もあると思われるが参考に表２－１に示す。 

 

表２－１ 地区別コミュニティバス運行の自治体の数 

 全国 1779（2009/3/30 現在）の自治体がある。ウィキペディアに登録されてい

るコミュニティバス運行の自治体は約 600 強で 3自治体に 1自治体はコミュニテ

ィバスを運行しているようである。登録漏れの自治体もかなりあると推定できる。

少なくとも全国半分以上の自治体はコミュニティバスに関わっていると考えて

もよいのではないか。 

 この章では坂東市周辺の自治体（図２－１参照）のコミュニティバスの現状を

探ってみる。 

出所：Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/ 

 坂東市隣接自治体市として茨城県常総市・古河市・取手市・守谷市、千葉県野田市・柏市・我孫子市

等 7市のコミュニティバス・福祉市内循環バスの現状を概覧する。 

 

　地　域 自治体数
北海道 7
東北 25
関東 174

内東京都 51

中部 169
関西 102
中国 51
四国 17
九州沖縄 73
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図２－１ 坂東市周辺の地図 

●常総市 

 人口 65,828 人 20,842 世帯（2009/5/1

現在）。関東鉄道常総線が市内を縦断し

ている。市としては公共施設を利用する

際の利便をはかるために福祉循環バス

の運行を無料で 5つのコ－スを、日曜を

除きそれぞれの地域に週 2日、1日 4便

の運行である。8） 

 

●古河市 

 人口145,479人 53,754世帯（2009/5/1

現在）。JR 東北本線古河駅がある。 

 市が運行主体として市内循環バス「ぐ

るりん号」を 3コースあり、旧古河市内

で無料である。 

 2008 年 7 月 1 日よりデマンド交通（乗

合タクシ－）「愛・あい号」の運行を始

めた。 

 予約と配車を行う予約センタ－（古河

市総和商工会が運営）を 6人のオペレ－

タ－が担当している。 

♦利用できる住民 

 出所：坂東市観光協会 

 

市内総和・三和地区の住民で事前登録している人にのみ利用可能。 

♦利用方法・運行と料金 

 事前にチケットを購入、予約は利用 1 時間前で電話予約。土曜・日曜・祝日・8/13～16・12/29～1/3

は運休で予約時間は 7 時 30 分から 16 時 30 分の間での定時運行である。午前は 8・9・10・11 時、午後

は 0・1・2.3.4 時での運行である。料金は大人 300 円、子供 100 円（小学生以下、3歳未満は無料）。 

 

 表２－２は利用状況である。2009 年３月分での年代別にみると、60 代 16.75％、70 代 42.60％、80 代

以上が 30.39％で 60～80 代以上の高齢者が 89.74％を占めている。目的別の利用状況は医療機関が

76.19％で圧倒的である。次にス－パ－等買い物のためである。 

 交通弱者へのサ－ビス提供として機能は達しているように見える。採算性などは不明である。もっと

も採算が合う事が求められているかは疑問でもある。 

 ただ古河市の市内総和・三和地区にのみ運行していることは古河市に新たに合併した地域への既存の 

「ぐるりん号」との均等をはかるためであることは明らかである。 
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 ホ－ムペ－ジにも、市として「愛・あい号」と「ぐるりん号」の利用状況・利用者の潜在的な需要な

どを考慮し市全地域を見据えた総合的な公共交通体系を構築したいと述べている。9） 

 

表２－２ 古河市デマンド交通利用状況（2009 年 3 月分） 

 

出所：古河市 http://www.city.koga.ibaraki.jp/06renewal/home/bus.htm 

 

●取手市 

 人口 110,794 人 44,120 世帯（2009/5/1 現在）で、JR 常磐線取手駅・藤代駅と関東鉄道常総線の始発
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駅がある。幹線道路には路線バスが運行されている。 

 コミュニティバス愛称「ことバス」が 2006 年 10 月 1 日より 6路線を運行している。10）藤代町との合

併に伴って、福祉バスからコミュニティバスへと、市のより高齢化による交通弱者への活動の援助、合

併による取手地区と藤代地区の交流の促進、中心市街地の空店舗の増加に対する中心市街地の活力増進

などを基本的理念としている。 

 2007 年度のコミュニティバス利用者数の目標を 580 人/日とした。表２－３は 2006 年 10 月より 2007

年 9 月まで開業 1 年間の利用状況である。目標 580 人には 72％弱、1 日平均 417 人で 170 人の目標割れ

である。 

 

表２－３ 「ことバス」の利用状況 

 

出所：取手市コミュニティバス http://www.city.toride.ibaraki.jp/index.cfm/14,22308,40,392html 

 

●守谷市 

人口 60,129 人 21,939 世帯（2009/5/1 現在）。関東鉄道常総線が市を縦断して、つくばエクスプレスが
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運行されている。コミュニティバス「やまゆり号」が運行開始以来（2009 年４月１日現在）30 万人の利

用者がある。年中無休で、市内 4ル－トでそれぞれ 1日８便の運行である。11） 

 守谷市は 2009 年３月 10 日に「守谷市地域公共交通活性化協議会」（地域公共交通の活性化及び再生に

関する法律による）12）を設立した。2009 年８月１日より 3年間の計画で「やまゆり号」に替わる新しい

コミュニティバスの検討に入る。愛称も 2009 年５月 15 日必着で募集中である。 

 事業の概要は 

♦路線バスの新規開設 

♦コミュニティバスの増車増便と運賃設定 

♦路線バスとコミュニティバスの乗り継ぎの利便性の検討 

♦企業送迎バスを利用した移動手段の確保 

♦バス利用の促進策の検討 

など市内全体の既存交通手段・新たな交通手段の合理的で有機的な運用を目論んでいるようである。 

 

●野田市 

  人口 157,071 人 60,696 世帯（2009/5/1 現在）。東武鉄道野田線が市を縦断している。路線バスは越谷

市・柏市・坂東市・境町に路線バスが運行されている。旧関宿中心地区は鉄道駅より距離がある。 

 コミュニティバス「まめバス」は 2004 年１月に一律料金 100 円で運行開始。運行開始以来 2009 年５

月26日に利用者が160万人を突破した。現在6コ－スで運行され年末年始を除いて毎日運行されている。   

１日の便数はル－トにより異なり 低は４便から 高は 15 便と利用者の頻度により設定されている。

委託先は茨城急行自動車である。コミュニティバス「まめバス」は野田市と関宿町の合併を機に運行さ

れた。車体は「合併特例債」で購入し追加車体 2 台はリ－スである。多くのコミュニティバスの運行開

始が合併の目玉としておこなわれたが「まめバス」も合併が生みのおやである。13） 

 1 ルート当たり年 1000 万円を茨城急行自動車に委託費として支払っている。収支は明らかでないが順

調だと言われている。表２－４は利用状況である。 

 

表２－４ 利用状況（‘09/4/1～5/26） 

　 　 　 ‘08年度 利用状況（人）

ル－ト 延べ利用 １日平均 １便平均 １日平均 １便平均

者数(人） 利用者数（人） 利用者数（人） 利用者数（人） 利用者数（人）

関宿城 2,597 46 3.9 43 3.6

北 25,493 455 15.7 480 16.6

中 3,359 61 6.1 63 6.3

南 15,250 272 17.0 286 17.9

新北 3,103 55 7.9 50 7.2

新南 2,642 47 5.9 48 6.0  

出所：野田市 http://wwww.city.noda.chiba.jp/koutu/mameuser.html より作成 

 

 「まめバス」のより利用数増加のための宣伝啓蒙として‘09/1 月にミニモデル「チョロＱ」700 円を
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発売し好評を受けたので‘09/3 月中旬から市民優先に 6000 個を発売して完売している（図-1）。 

 

●柏市 

人口 396,056 人 157,066 世帯（2009/5/1 現在）。JR 常磐線が市内の中心部を横切っている。東武鉄道

野田線・船橋線の終始発駅である。路線バスも柏地区市内幹線に運行され市民の交通の足が比較的確保

されている。2005 年 3 月 28 日に沼南町と合併した。沼南町地域には路線バスから外れた地域があり、こ

れらの地域の交通サ-ビスの確保が必要であった。 

現在市内全体としては自動車教習所 3 社の送迎バス 6 コースに空席が生じた場合、これを利用できる

システムが行われている。利用者は市内に在住の 65 歳以上で前もって登録されている住民にかぎられて

いる。 

沼南地区での東武バス路線の廃止などにより代替えとして沼南地区にコミュニティバスと乗合タクシ

－が運行されている。 

2005 年 10 月にコミュニティバス運行調査検討会議が設置されたが具体的には何も進展しなかった。

2007 年 3 月 7日に委員 15 人で構成する「柏市地域公共交通会議」を設立した。2007 年 5 月 18 日第 3回

交通会議で沼南地域の交通弱者の支援として沼南地区にコミュニティバスと乗合タクシ－の運行が決議

され 2007 年 11 月 23 日より「かしわコミュニティバス」と「かしわ乗客ジャンボタクシ－」の運行が開

始された。「交通会議」はその後開催されていない、協議案件が発生するまで開催されないもよう。14） 

 

柏市が主催していないが柏市にある東京大学大和研究室が開発した「オンデマンドシステム」の実証

実験が 2008 年と 2009 年つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス」駅を中心として柏市北部地区のエリ

アで 2 回行われた。本システムの稼働が予定通りであるか、費用は、利用者の意識、課題等などの実証

実験であったようである。実験評価は検討中の模様である。協力会社は東武バス、市内 8 社のタクシ－

会社である。運行日数は 96 日間で予約件数 11,744 件、乗客 15,451 人で、一日 多予約件数は 224 件、

乗客は 288 人であった。15） 

 

表２－５ 東京大学オンデマンドバス実証実験概要  

日程 ‘08/10/1～12/26 ‘09/1/6～3/31

１０月10～21
運行時間 １１月9～21 8～21

１２月以降8～21
予約受付 4：00～23：59 4：00～23：59

運行日 土日及び祝祭日 土日及び祝祭日

エリア 柏市北部地区 柏市北部地区  
出所：東京大学オンデマンドバス研究チ－ム http://www.nakl.t.u-tokyo.ac.jp/odb/ex.html 

 

●我孫子市 

人口 136,124 人 54,961 世帯（2009/5/1 現在）。JR 常磐線我孫子・天王台駅と成田線の始発駅がある。

主要な幹線には路線バスも運行されている。 

市内中心地区には市独自の交通網は持っていない。新木・栄・泉・並木・船戸・台田・布施地区には

市民バス愛称「あびバス」を運行している。福祉バスとして「つつじ荘」・「身体障害者センタ－」「体育
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館」への送迎バスが湖北台・新木地区で 1日９便運行されている。 

♦新木ル－ト：湖北駅南口から新木野地区循環で７時より 18 時まで 20 便 

♦栄・泉・並木ル－ト：我孫子駅北口からエスパ循環 7時より 17 時 55 分まで 13 便 

♦船戸・台田ル－ト：我孫子駅北口より船戸・白山循環 7時より 18 時 15 分 14 便 

♦布施ル－ト：布施回転広場前より我孫子駅北口 7時より 18 時 30 分 17 便 

 4 ルートを毎日運行して、料金は 100 円均一料金である。33 人乗りのノンステップ小型バスで狭い住

宅道路にも入り駅や公共施設の利用、買い物などのために運行されている。 

 我孫子市の特徴は病院・自動車教習所・大学等の送迎バスの空席を活用し高齢者などの外出の便に供

していることである。料金は無料である。 

利用できる人：市内在住の 65 歳以上で利用申請書と利用者同意書を提出して「利用バスカ－ド」を取得

していること。 

利用日時：月曜から金曜の 9時より 17 時。 

利用可能な送迎バス：我孫子東邦病院・近藤胃腸外科・東葛辻仲病院・平和台病院・我孫子自動車教習

所・中央学院大学である。満席な場合は利用できない。 

 市は利用者の乗車中の事故に備え、保険料は市が負担して交通事故傷害保険に加入している。16） 

 

 坂東市近隣自治体でのコミュニティバス現状を見てきた。日本全国多くのコミュニティバスは自治体 

が関与して住民にサ－ビスを提供している。一方では民間主体で運行されているコミュニティバスも運 

行されていて話題にのぼっている。いくつか民間主体運営のコミュニティバスの状況もあたってみる。 

 

日本経済新聞「広角鋭角」2009 年４月 20 日～５月１日付けで、長野県上田市豊
ほう

殿
でん

地区循環バスと京 

都府舞鶴市の若狭湾に面する北地区で山が迫る 7 地域で自治体が運行主体でない自主運行バスを運営し

ているコミュニティバスを紹介している。 

 

 上田市豊殿地区はあやめの観光名所で世帯数 2000 戸余、人口 5000 人の地区である。公共交通は廃止

路線代替バスと上田市が運営する「オレンジバス」が運行されている。しかし、各バス停まで 10～20 分

かかり高齢者など交通弱者には不便な状況であった。地域内の自治会は独自に診療所・ショッピングセ

ンタ－・温泉施設などを巡回し路線バス・オレンジバスとの接続に配慮した「豊殿地区循環バス」を走

らせている。2002 年に研究会を設置し数十回の会合をへて 2006 年 4 月から 10 月まで毎週火曜日・金曜

日の 2回 1日 4便として事業者に委託し 9人乗りジャンボタクシ－により試験運行を行った。市から 130

万円の補助を受け、利用者は 1回 100 円、各戸一律 300 円の負担である。 

 2007 年 1 月より本運行を開始した。愛称を「あやめ号」とし各戸年額 1000 円の負担と地域内企業・個

人から 80 万円の賛助金を得た。2008 年に上田市から上限 100 万円で運行経費の 1/3 の補助をうけた。経

費負担は 1/3 が補助金で 2/3 が住民負担（各戸年額 1000 円と利用料）である。 

 表２－６は運行実績である。続行便とは基本便の定員を超える利用者があった場合必要な区間にタク

シ－を呼んで運行するシステムである。 

 運行まで困難は各戸年額 1000 円負担への住民の理解、一方負担金があるため住民の地域参画に意思が

高まったことである。市の補助金はモデル性が高いということでのことであるが、今後の運行に希望を
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つなぐものになっている。17） 

 

表２－６ 利用実績 

項　　目 期　　　間 運行日数 1日平均人 続行便

試験運行 06/4～10月 56 1,100 53

本　運　行 07/1～12月 92 1,920 73
08/1～12月 95 1,927 83  

出所：国土交通省 http://www.mlit.go.jp/sesakutokatsu/soukou/soukou-magazin/0901houden-ueda-nagano/pdf 

 

 舞鶴市の 7地区バスも狭い範囲の自主運行バスシステムで、市は運行主体でなく各地域が独自のバス 

運行の主体となっている。表２－７は自主運行バスの概要で表２－８はバス利用者数と補助金の推移で 

ある。各地区独自が運行主体であるが、連合協議会を設け情報交換など協力体制を持っている。 

 

表２－７ 自主運行バス概要 

バスの名称 開始年月 主なル－ト 便数 キロ程

岡　田　上 1973/11月 地頭～八戸地 2便 23.6

池　　内 1993/10月 岸谷～西駅 ４往復 22.4
岡　田　中 1994/10月 上漆原～岡田由里 3便 16.5
西　大　浦 2004/10月 瀬崎～東駅 ４往復 20.0
青井　校区 2004/10月 白杉～西駅 ４往復 10.4
杉山・登尾 2005/8月 杉山～西駅 ４往復 13.7
多　門　院 2006/1月 黒部～東駅 ４往復 7.4  

出所：舞鶴・自主運行バス http://wwww.bus.genv.nagoya.ac.jp/fukumoto/bottomup/maizuru.htm 

 

表２－８ 自主運行バスの利用者数と補助金の年推移 

年　　度 利用者数（千人） 補助路線数 補助金府（千円） 補助金市（千円） 合計（千円）

2001年度 51 3 1,660 2,064 3,724
2002年度 39 3 2,141 2,360 4,501
2003年度 44 3 2,307 2,556 4,863
2004年度 44 3 1,861 1,915 3,776
2005年度 73 6 2,841 4,060 6,901
2006年度 83 7 4,491 4,864 9,355    
出所：舞鶴・自主運行バス http://wwww.bus.genv.nagoya.ac.jp/fukumoto/bottomup/maizuru.htm 

 

 市の人口減少・モータリゼーションにより路線バス・湾内定期航路は赤字が続き、事業者は運行から 

撤退してしまった。各地域は通学通院の生活の足確保のため各地域は協議の末行政に頼らず独自のバス 

運行を行うことになった。運賃は一律でなく対距離性である。一部の地区では廃止路線の代替えとなる 

公共交通機関がない。結果的には市は各地域に生活の足確保を独自で行うように促したのではないだろ 

うか？ただ、舞鶴市と京都府は経費について補助金として表２－８の金額は援助している。自主運行に 

伴う赤字の半分は京都府による補助がなされているが、残り半分は運行主体の地区が負担をしている。 

どの路線も通学利用が主である状況から少子化により利用数の増加が期待出来ず赤字の補てんに今後 

の課題を抱えているようである。18） 
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 2009 年５月 30 日 NHK テレビ 19 時 30 分放映の「いよっ日本一！」で京都市伏見区醍醐地区での「醍

醐コミュニティバス」が年間利用客日本一 57 万人のコミュニティバスを紹介していた。行政主導でなく

醍醐地区の住民（54,000 人の住民・10 の小学校区）が 2004 年２月 16 日に運行を開始した住民の手に

よる自主運行コミュニティバスで自治体からの補助なし運行である。 

 現在 5 路線を運行し、地元の株式会社ヤサカバスが運行し運賃大人 200 円子供 100 円で 1 日 170 便で

ある。1 時間・30 分・20 分の間隔で 7 時から 20 時（19 時終了路線あり）まで運行し停留所は約 200 メ

－トル間隔である。経費は運賃と個人の寄付と総本山醍醐寺など地元企業・団体など 50 団体余りの資金

協力で運営されている。地域住民の身近な足として高い評価を受けているコミュニティバスである。住

民の多い地区ではの成功例の一つであろう。19） 

 

 

3 坂東市の現状 

 
３－１ 坂東市の概況 

 
図３－１－１ 坂東市の位置 

出所：坂東市 http://www.city.bandou.lg.jp/outline/acess.html 

 

 坂東市は、2006 年 3 月 22 日に岩井市と猿島町が合併して誕生した町で茨城県の南西部に位置し、利
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根川を挟んで千葉県野田市に接し、総面積 123.18 ㎢である。区域は東西約 12 ㎞、南北 20 ㎞である。（図

3-1-1）首都圏 50 ㎞に位置し平坦な台地で、田畑地が広がり多くの平地林が残されている。平将門の敗

戦の場として遺跡が点在している自然豊かな地域である。 

 
 人口 56,890 人、世帯数 17,548（2009/5/1 現在）で、電車は無く交通アクセスはバスのみである。電

車は千葉県野田市の東武野田線愛宕駅・つくばエクスプレス線守谷駅からのバスである。高速バスは東

京駅八重洲南口に通じている。路線バスは水海道（常総市）1 日上下各 16 便で不採算バス路線であり補

助金により赤字を補てんしている。守谷路線は 1 日上下 12 便・野田市路線は 1 日上下 16 便等近隣地区

へ運行されているが便数は少なく利用率も減少傾向と思われる。結果的に市内外すべて自家自動車を利

用しなければならない地域である。 

 

表３－１－１ 坂東市 65 歳以上老齢人口 

 
出所：統計ばんどう 2007 年度版 p.31 

 

 老齢人口割合（表３－１－１）は年々増加して 2007 年度には 20％ちょっと（全国平均約 22％）で今

後も増加傾向は続くと予想される。一方自動車の保有台数の年々増加傾向は止まらず 2007 年４月現在総

数 64,177 台である。内乗用車・軽自動車は 48,103 台で 1.25 人当たり 1 台（乗用車）の保有率である。   
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全車両での全国平均は 1.9 人当たり 1 台にたいして坂東市は 0.9 人当たり 1 台である。約 2 倍の保有

率である。この地域では車無くしては日常生活ができない状況であり、老齢者と云えども例外ではない

交通環境である。車に頼らなければ買い物・通院・娯楽など通常生活が円滑にいかない状況のなかで老

齢化の増加は将来、ますます交通弱者が増加するだろうと推定される。20） 

 

３－２ 坂東市のコミュニティバスの概況 

 
 2005 年 3 月旧岩井市と旧猿島町との合併にともない地域の公共交通の充実をはかるために「坂東市コ

ミュニティバス検討委員会」を組織し 2006 年 11 月 1 日からコミュニティバスの運行を始めた（運行業

務は関東鉄道(株)に委託）。なお、旧猿島地区には合併以前から巡回バス（昭和観光自動車に委託）が運

行されていた。旧猿島町が赤字補填をしていた。猿島地区から岩井へ 8 便/1 日、隣町境町ル－ト 8 便/1

日は、合併後現在も引き続き運行されている。 

道路運送法等の改正により 2007 年 12 月「坂東市コミュニティバス検討委員会」を解散し「坂東市地

域公共交通会議」を設置した。21） 

 

コミュニティバスは愛称坂東号で小型ノンステップバスである。座席 14 人・立席 10 人、24 人乗り、

車椅子は 1 台を固定することができる。年末年始（12/29～1/3）を除き、毎日現在５ル－トで運行され

運賃は一律 100 円である。未就学児・障害者は無料である。回数券 11 枚綴り 1000 円で販売している。 

 

ル－トはいずれも左右周りで満遍なく市内各地域を網羅している（図３－２－１参照）。 

●生子
お い ご

菅
すが

・逆井山ル－ト： 1 日 7 時 40 分から 17 時 59 分の左右 10 便 

●沓掛・内野山ル－ト： １日 9時 20 分から 19 時 45 分の左右 4便 

●神大実・飯島ル－ト：1日 8時 35 分から 18 時 25 分左右 4便 

●七郷・中川ル－ト：1日 6時 50 分から 16 時 50 分左右 4便 

●長須・七重ル－ト：1日 7時 25 分から 18 時 10 分まで左右 4便 

 

 坂東号で行ける主な施設は岩井・猿島庁舎、岩井公民館、八坂公園、文化会館・岩井図書館、保健セ

ンタ－、茨城県自然博物館、県立さしま少年自然の家、逆井城跡公園などと公共施設、バスタ－ミナル

である岩井・猿島高速バス発着場、坂東市中心商業地域、病院などである。日常生活や病院通院などの

便は確保されている。隣接地域には運行されていないので、隣接市町村へのアクセスは路線バスか自家

用車である。 

 

 表３－２－１は運転開始より 2008 年度までの利用状況である。利用者が減少のル－トもあるが全体で

は増加傾向である。   

2008 年９月の「坂東市地域公共交通会議資料」のページ 7 によると「利用者の坂東号に対する評価は

高く、一般の方にも認知度は高いものの、利用したことのない人が多く、地域に十分浸透してない」と

述べている。現在でも市内で確かに空気を運んでいるコミュニティバスを見受ける場合が多い。多くの

コミュニティバスと同じ課題を負っているようである。 
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表３－２－１ 坂東市コミュニティバス開始からの利用状況 （単位人） 

　 　 2006 年度 　 2007 年度 2008 年度
合計 月平均 1便/日 合計 月平均 1便/日 合計 月平均 1便/日

生子菅・逆井山 1,289 257.8 2.22 4,803 400.3 3.34 12,254 1,021.2 8.53
沓掛・内野山 1,713 342.6 2.95 6,063 505.3 4.21 5,978 498.2 4.16
神大実・飯島 1,089 217.8 1.88 2,896 241.3 2.01 2,480 206.7 1.73
七郷・中川 2,235 447.0 3.85 6,677 556.4 4.64 11,266 938.8 7.85
長須・七重 1,406 281.2 2.42 5,414 451.2 3.76 5,323 443.6 3.71

計ルート平均 1,546 309.3 2.67 5,108 430.9 3.59 7,460 621.7 5.20  

出所：2008 年度「坂東市地域公共交通会議資料」p.8～9より山田作成 
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図３－２－１ 坂東市コミュニティバスルート図 
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出所：坂東号コミュニティバス http://www.city.bandou.lg.jp/community/bandougo.html 

 
３－３ 坂東市地域公共交通会議（第１回・2008 年度） 

 

  
2007 年 12 月 4 日に「坂東市地域公共交通会議」が上記の要領で設置された。会議は 2回開催され 2009

年度は秋に開催されるものと思われる。この章では会議資料を通じて坂東市としてコミュニティバスに

関しての対処を追ってみる。22） 

 

コミュニティバス運行の基本的考え方 

●コミュニティバス運行のタ－ゲット 

 ♦自由に利用できる交通手段を持たない方（主に高齢者・障害者・児童生徒など） 

 ♦自家用車による送迎を受けている方 

 ♦市内におけるバス交通不便地域の方 
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●コミュニティバスが担う役割 

 ♦市内の公共施設、病院、商業施設への〝移動の足〞 

♦市内におけるバス交通不便地域の解消、サ－ビス格差の是正 

♦市民の交流、コミュニティ形成の支援 

♦高齢者の活動機会の増大、通院不便さの解消、買い物の便の確保、児童生徒の図書館やプ－ル等の便

など、地域住民の社会生活の基盤となることを目的としている 

●コミュニティバスルート設定方針 

 ♦市全域を広くカバ－し、交通空白地帯の解消に努める、ただし、需要によってサ－ビスレベルに変化

をつけ、効果的な運行を行う 

 ♦基本的に道路幅員が確保され、安全に運行できる路線とする 

 ♦既存の路線バスがあるル－トは極力避ける 

 ♦上記の方針を踏まえて必要に応じて見直しを行う、ル－ト変更は利用者の混乱を招くので 1年程度を

目安とする。 

 
 現状の運行においては一部、利用者の生活パタ－ンと運行内容が合致していないために、使いにくい

部分があるのではないかと、利用者等アンケ－ト調査を行っている。2006 年 12 月 13 日（水）、17 日（日） 

の 2 日間、調査員がバスに乗り込み利用者に調査票を配布し調査を行った。また、2006 年 12 月 11 日(月)

～17 日（日）には、市内の各施設に調査票配布し調査、2006 年 12 月 15 日(金)には老人クラブ代表者会

議の場で調査を行った。 

 2007 年 4 月 28 日(土)に区長懇談会の場でも行った。 

 2007 年 8 月 4 日(土)～19 日(日)の間、職員がバスに乗り込み直接聞き取り調査を行った。この調査の

結果を次に転載する。サービス提供側の思惑でなく利用者の思いのいったんであり、今後のコミュニテ

ィバス運行の参考に出来るものと思われる。23） 
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 利用者アンケ－ト結果について 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

 
 
 
 



23 
 

 



24 
 

 
 
 
 



25 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



26 
 

 



27 
 

 

 
 
 
 
 



28 
 

 

 



29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

 
 



31 
 

 



32 
 

 アンケ－トから見る限り市側の方針のコミュニティバス運行のタ－ゲット・役割りなど、ほぼ期待通 

りの結果である。利用者の多くは高齢の女性、買い物・公共施設・通院に利用されている。 

 不満・要望は停留場・便数などで予想される項目である。課題は利用率の向上であるが、なかなか期

待通りにはいってない状況が見受けられる。便数の増加・停留所の増加などはコストの増加につながる。 

 便数の増加により利用者の向上は期待可能だと思われるがコストの増加と収入のバランスは現状の状

況からみると疑問であろう。 

 

３－４ コミュニティバスに関わる費用 

 

 坂東市は岩井市と猿島町と 2005 年 3 月に合併し坂東市となり、それにともないコミュニティバス運行

を実施することになった。それにより 2006 年 11 月 1 日からコミュニティバス運行を開始した。24） 

 

 坂東市の 2005 年度の決算書によるとコミュニティバス運行準備調査・大綱・実施計画・住民アンケ－

ト（3000 人対象、回収率 49.3％）などに 18,542,045 円を 20005 年度に支出している。 

収入内訳は 

♦国補：自動車事故対策費補助金  3,245,000 円 

♦国補：合併市町村補助金     2,200,000 円 

♦県補：市町村合併特例交付金   3,150,000 円 

♦地方債：常総線近代化事業費   7,800,000 円 

♦一般財政            2,147,045 円 

で賄っている。 

 そのほか、猿島町が運行していた巡回バス（岩井・境ル－ト各 4便）補助金として 9,803,150 

円を支出している 

 2005 年度では合計コミュニティバス運行関連経費は 28,345,195 円である。坂東市の一般会計からは 

11,950,195 円である。 

 

 2006 年度決算書（コミュニティバス運行 11/1 より）によるとコミュニティバス運行関連経費は総額で 

101,127,352 円支出している。 

 主な支出内訳は 

♦車両購入（小型ノンステップバス 3台）   52,605,000 円 

♦バスタ－ミナル整備に           13,527,675 円                       

♦バス停留所標識作成、設置          8,461,320 円 

♦ルート図、時刻表作成              430,500 円 

♦運行委託料                15,795,800 円 

合計                            90,820,295 円などである。 

 旧猿島町巡回バス経費 9,800,000 円は前年と同じである。 
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 収入内訳は 

♦国補：自動車事故対策費補助金  7,457,701 円 

♦国補：合併市町村補助金    50,100,000 円 

♦県補：市町村合併特例交付金  29,525,000 円 

♦一般財政            4,244,651 円   である。 

 

 2007 年度決算書ではコミュニティバス運行関連経費総額は 41,870,080 円である。内訳は旧猿島地区の

巡回バスへの経費は 9,304,000 円でコミュニティバス運行の経費は 32,566,080 円である。 

 運行委託料は 30,983,400 円である。坂東市の一般財政からは 9,304,000 円と 8,041,080 円でのこり

24,525,000 円は国・県からの補助金で賄っている。 

 

 2008 年坂東市の予算書ではコミュニティバス運行関連経費総額は 45,463,000 円を計上している。内訳

は旧猿島地区の巡回バスへの経費は 8,835,000 円、新たに路線バス赤字の補填に 2,839,000 円とその他

小計 11,923,000 円を計上している。コミュニティバス運行には 33,540,000 円の計上である。 

運行委託料は 33,177,000 円である。坂東市の一般財政からは 11,923,000 円と 6,840,000 円でのこり

26,700,000 円は国・県からの補助金で賄っている。25） 

 

 2009 年坂東市の予算書ではコミュニティバス運行関連経費総額は 45,589,000 円を計上している。内訳

は旧猿島地区の巡回バスへの経費は 8,835,000 円、新たに路線バス赤字の補填に 2,756,000 円とその他

小計 11,813,000 円を計上している。コミュニティバス運行には 33,758,000 円の計上である。 

運行委託料は 33,514,000 円である。坂東市の一般財政からは 11,813,000 円と 5,758,000 円でのこり

28,000,000 円は県からの補助金で 2009 年度からは国からの補助金は無い。 

 

表３－４－１ コミュニティバス運行関連経費総額の年推移 （単位千円） 

　年　　　　　度 *‘05 *‘06 *‘07 ‘08 ‘09
総経費 28,345 101,127 41,800 45,463 45,589
支出明細

調査費等 18,542 0 0 0 0
バス等設備 0 75,025 0 0 0
委託料 0 15,796 30,982 33,177 33,514
路線・巡回バスへの補助 9,803 9,800 9,304 11,674 11,591
その他 0 506 1,583 612 484
収入明細

一般会計より巡回バス補助 9,803 9,800 9,304 11,923 11,831
一般会計よりコミュニティ用 2,147 4,245 8,041 6,840 5,758
国の補助 5,445 57,558 6,025 3,000 0
県の補助 3,150 29,525 18,500 23,700 28,000
地方債発行 7,800 0 0 0 0  
注 1）：*印の年度はその決算数字‘08・‘09 年度は予算書より 

出所：坂東市「決算書・予算書」より山田作成 

 

表３－４－１はコミュニティバス運行関連経費総額の年推移である。2005 年度より 2009 年度の 5年間
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に国・県の補助金は 174,903 千円に達している。この 5 年間コミュニティバス運行のみの市一般会計か

らは 27,031 千円しか支出していない。市町村合併特例交付金がなくなるとその分、市の一般財政から賄

わなくてはならない。年間運行経費だけで約46,000,000円かかっている。今後の財政的な課題であろう。  

単純計算だが料金が 100 円であるのでコミュニティバス運行を独立会計としたならば約年間 450,000

人の利用者が必要となる。2008 年度の利用者は(表３－２－１)37,300 人であるから現在利用者の 12 倍

の利用者が必要である。これは、コミュニティバス運行サービでは収支を期待していないことと考えら

れる。 

また、市はコミュニティバス利用者１人１回に 1,134 円の補助金を提供している計算になる。 

坂東市の 2009 年度予算総額（一般会計・健康・介護・上下水道等）31,326,000,000 円でコミュニティ

バス運行経費はその 0.15％である。参考までに介護保険特別会計は 2,500,000,000 円で総予算に対して

8.14％である。 

 
おわりに 
 

 

 我が国 2008 年の平均寿命が 3 年連続で上昇したと 2009 年 7 月 16 日に厚生労働省が発表した。女性

86.05 歳・男性 79.29 歳である。65 歳以上の老齢人口は人口構成比で現在 20％であるが 2015 年には 25％

になると推定されている。しかも高齢者だけの世帯も増加傾向である。 

 日常食生活を維持するための商店も住宅地からは姿は消え、車中心のショッピングセンタ－にと変化

している。その上日本中都市・過疎地どこの地域でも企業の路線バスは採算がとれない路線から相次い

で撤退してきた。 

 生活維持のための高齢者ドライバ－は増加せざるおえない。それにより高齢者の交通事故の増加も現

実である。 

 買い物難民の発生である。通院にも支障をきたしていく。小中学校の統合廃校などにもよる生徒も含

め交通手段を持たない交通弱者の生活範囲・活動は狭く消極的になる。このような状況は高齢者の精神

的肉体的な健康にも悪い影響を与えるだろうし財政的に大きな負担である健康保険税・介護保険税の増

加にもつながる可能性がある。近い将来人口構成比で 4 人に 1 人にもなる（現在 5 人に１人）高齢者が

活動的な生活が制限されれば、地域そのものの活動は停滞する可能性も大きくなる。 

 自治体市町村は交通弱者の救済のためにコミュニティバスを運行している。年間 1 路線約 10,000,000

円の費用を必要としている。料金は 100～200 円と低廉であるのが普通である。おおむね利用者には好評

である。利用率が高いコミュニティバス運行は例外で、ほとんど利用率は運行自治体の期待にほど遠い

のが現状である。当然自治体はそれなりの補助金を出して運行しているのが実態である。 

 

 坂東市も含めてコミュニティバス運行の実態を探ってきた。今後の課題はコミュニティバス運行の効

率をより上げることではないだろうか。料金が低廉を維持している限り収支は望めないし、それを目的

とはしてないようである。 

 今後の人口構成比など経済的・社会的環境から推定すると、ますますコミュニティバス運行の需要は

ふくらむであろうし主に高齢者の生活の維持・活性化のために、同時に地域の活性を維持するために自
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治体は交通弱者へのサ－ビスを提供する必要があるのではないか。 

 今後より効率を向上させるためには、必要な時に適正な対応ができる「オンデマンド」コミュニティ

バス運行ができ、路線バス・タクシ－会社等とも連携ができる地域の総合交通システムを目指すことを

期待したい。 

  

 

注 

1） 朝日新聞 2009 年 1 月 24 日～26 日付け 

2）総務省 http://www.stat.go.jp/data/jinsui/pdf/2008.ptf 

3）毎日新聞 2008 年 3 月 18 日付け 

4）Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/ 

5）日本経済新聞「広角鋭角」2009 年４月 20 日～５月１日付け 

6）「過疎バス」概論・第 3 版 http://orient.genv.nagoya.ac.jp/bus/rural/kasobasu/kasobasu.htm 

7）「過疎バス」概論・第 3 版 http://orient.genv.nagoya.ac.jp/bus/rural/kasobasu/kasobasu.htm 

8）常総市福祉循環バスの運行 http://www.city.joso.jp/modules/section048/content/index.php?id=1 

9)  古河市 http://www.city.koga.ibaraki.jp/06renewal/home/bus.htm 
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